
• 今般、受入れの更なる促進を図るため、退院基準を満たした患者の受入れに協力する介護老人保健施設に

関する情報(※)を、自治体を通じて医療機関に提供する取組を実施する。これにより、医療機関による退院先

調整の円滑化につながると考えられる。

• なお、都道府県に対して、本取組の実施状況の報告とともに、今後も情報の更新等の継続的な取組を依頼する。

• 新型コロナウイルス感染症の退院患者について、介護施設での受入促進を図ることは、退院した高齢者の適切

な療養環境の確保や、地域の医療提供体制の確保の観点で重要である。

• そのため、これまでも、受け入れた施設への介護報酬上の特例的な評価（※）等の取組を実施してきた。
※ 介護保険施設において、退院患者（自施設から入院した者を除く）を受け入れた場合、退所前連携加算（500単位）を最大30日間算定できる。
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※ 各施設の受入れ協力の可否に関する調査は、
全国老人保健施設協会が実施


